
【次回ワーキンググループ会議】 
○日時：令和 5 年１月２6 日（木）18：30～20：00 

○場所：滋賀県庁 新館７階 大会議室（Ｗｅｂ参加可） 

テーマ：「食べることから QOL の向上を考えよう！」 

話題提供者：滋賀県栄養士会  

管理栄養士  清水 満里子 さん 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０６回ワーキンググループ会議（R4.12.22） 滋賀県自治体初の、介護福祉士による在宅での
介護指導《甲賀市在宅介護アドバイス事業》につ

いて話題提供していただきました。 
参加されたのは医療職、介護職、行政職などの

37 名。 
会場参加者が徐々に増えてきてはいますが、体

調やご都合に合わせて、皆さんオンライン参加も
うまく活用されていますよ！ 

「甲賀市在宅介護アドバイス事業の試み 

～在宅介護の悩みを軽減するにはどうすればいいのか～」 

話題提供者：甲賀市在宅医療推進センター 看護師 今村知恵 さん 

「介護や病気の不安があるから退院後
に家に帰れない」と言うご本人やご家
族は、福祉用具を利用できることや、
多職種が情報共有して連携しているこ
とを知ると、安心して「ずっと家にい
たい」と言われる。 
一人ひとりについて皆が悩み、相談し
ているということが、ご家族やご本人
の安心につながっていると思う。 
 

今村知恵さん 

・この事業は「相談したい」と手を挙げた人を対象として

いるが、実際にはもっといると思う。そういった人に、在

宅で介護をするためのちょっとしたアドバイスをどう伝え

るかということが課題の一つ。良い関係を築き頻繁に話が

できていれば良いが、おそらくそういう人は少ないであろ

うから、細かい項目でチェックリストのようなものを作っ

ておけば困り事を拾い上げることができるかもしれない。 

・結局は「お互い様の介護」ということ。本人も良く、家

族も良くという滋賀県の「三方よし」である。 

・甲賀市で働いている介護福祉士が自分たちから行政にア

プローチしたということ、そして、このような制度に行政

として予算を出していることが素晴らしい。 

・医療と介護の制度の壁がある。それぞれの職種の質を高

め、職種間で連携をして専門性をどう活かしていくのかが

大切。 

・環境や姿勢への支援は重要。このような知識を介護職や

看護職がさらに学んで、支援をしていけると良い。 

・在宅に支援者が入っていないところから出てくる問題は

本当に初歩的で、深刻な事態になっていることが多い。行

政は、どこに手を加え動かしていくことが大事かを考えな

いと現場は変わっていかない。 

・そもそも介護保険は、社会が介護を担おうということで

始まった。 

本来は家族が負担なく介護を続けることが目的だったはず

だが、いつの間にか家族介護が当たり前になり、上手に介

護しろと言われているようにさえ聞こえる。本当に必要な

ことは、家族に介護を任せるのではなく社会が介護を担当

しようという介護保険の始まりの目的を実践していくこと

ではないか。 

・本人や家族にとって「介護するのは一人ではないよ」と

安心を与え、介護と医療をつなぎ、心の声を紡いでいくこ

とで、安心につながるのだと思った。 

 

 

事業の目的 

介護者の負担と不安の軽減 

介護する人、介護される人の腰痛予防 

介護職の人材育成、人材確保 

対象者 

甲賀市で在宅介護されている方、コロナ禍で

介護指導が十分と言えない方 

昼夜の排泄介助や屋内の移乗・移動

に関する相談事が多いが、介護者の

環境改善や腰痛予防を指導すること

もある 

 

介護者は、自分のこと

を後回しにしてでも介

護を優先する傾向があ

る 

主介護者は配偶者、ヘルパー

に次いで息子が多いが、息子

からの相談は極端に少ない 

（事業に参加しているコーディネーターさんより） 
少し前までは看取りは訪問看護が中心で、ヘルパーに出
来ることはあまりありませんでしたが、知識が身につい
たことで訪看からも信頼されるようになり、本人の役に

立てるのではと思っています。 

 医療と介護の入り口からの早期介入することで、介護者

の負担軽減に有効 

 同職種や多職種との連携により介護方法が統一できる 

 介護職の人材育成と質の向上につながる 

今後の課題 

・医療の専門家と介護の専門家との連携をすすめる 

・相談窓口の周知をし、介護しやすい地域づくりをする 

男性介護者は誰かに相談せず

に、独自の介護のこだわりを

持っているのではないか 

介護者の困り事や悩み事を解決するために、 

介護のプロである介護福祉士を在宅介護コーディ

ネーターとして自宅に派遣し、介護相談や指導が

できる、滋賀県自治体初の取り組みです。 

『甲賀市在宅介護アドバイス事業』とは？ 

理学療法士や看護師を
派遣する事業はあるけ
れど、介護福祉士を派
遣するのは全国でも珍
しいんだよ！ 

相談の半数以上は要
介護 4 または 5 の人
の介護についてなん
だって！ 

医療福祉・在宅看取りの地域創造会議運営事務局 

（滋賀県庁 医療福祉推進課内) 

e-mail：info@chiikisouzoukaigi-shiga.jp 
HP：mitori.siga.jp 

【事業を実施して…】 

mailto:info@chiikisouzoukaigi-shiga.jp

